
１．入居時預り保証金　　３００,０００円入居預かり保証金　　300,000円

２．月額利用料金概算額（１ヶ月が３０日の場合）

自立

要支援1.2

 １割 20,890 円 271,580 円

 ２割 41,780 円 292,470 円

 ３割 62,670 円 313,360 円

 １割 23,312 円 274,002 円

 ２割 46,623 円 297,313 円

 ３割 69,934 円 320,624 円

 １割 25,842 円 276,532 円

 ２割 51,683 円 302,373 円

 ３割 77,524 円 328,214 円

 １割 28,190 円 278,880 円

 ２割 56,380 円 307,070 円

 ３割 84,570 円 335,260 円

 １割 30,684 円 281,374 円

 ２割 61,368 円 312,058 円

 ３割 92,051 円 342,741 円

注1）介護費は介護保険の改定により変動します。

注2）介護型の方が入居後に要支援となった場合は、一般型または他の施設へ転居となる場合があります。

注3）介護保険2割負担、３割負担の方の月額負担額は、2倍、3倍になります。

注4）看取り期の方には、別途加算が加わります。

②

　

※1

  上記⑤・⑥は、利用料に含まれません。
2 サービス提供に要する費用・生活費は国の基準改定があった場合には改定されます。
3 11月から３月の間は、冬期加算として月2,130円が加算されます。
4 共益費及び光熱水費は実費清算となりますので使用量により変動します。

③　生活費 食事サービスに係る費用（3日前に欠食を届出された場合、1日単位で清算します）

④　居住費（管理費）
家賃にあたる費用で、｛建築費（借入金利・備品含む－公的補助金）｝÷240ヶ月(20
年)÷定員、により算出しています。ただし、建築費及び建築資金にかかる借入金利の変
動により金額が改定されることがあります。（金利の変動は金利情勢によります）

⑤　光熱水費 専用部分（居室内）において使用する電気・水道・ガス料金（給湯）

上乗せ介護費
（概算）

介護保険法で定められた基準職員数（利用者3名に対し介護職員１名配置）の１.５倍の手
厚い介護体制に充当する費用です。（利用者２名に対し介護職員１名以上配置します）

⑥　その他費用
・電話代、消耗品、オムツ代等、個人使用に係る費用。
・通院、買い物の送迎等特別なサービスは有料となります。

入居時の一時金は頂きません。（ただし利用料の引き落し口座として、残金300万円以上の専用口座をご
用意いただき、その預金通帳の残高を年に２回確認させていただきます。

204,990 円

サービス提供に
要する費用

人件費・施設維持管理費国の基準で定められた料金です。入居者の前年の対象収入が
2,600,000円以下（介護型は2,100,000円以下）の方は次頁の区分表により減額され
ます。（最低10,000円まで）

円 46,090 円 70,000 円

要介護２  

要介護３  

要介護４  

要介護５  

①　基本介護費

介護保険自己負担 要介護度に準じた介護保険自己負担分（1割または2割または3割）

介
護
型

要介護１  

100,000 円 34,600

一
般
型

－ － 68,900 円 46,090

①基本介護費 ②サービス提供
に要する費用

（上限）
裏ページ参照

③生活費 ④居住費

円 90,000 円

月額負担額
①～④介護保険１～３割負担 上乗せ介護費

3
◎　利用料金

入居預かり保証金は、入居時にお預けいただきます。退去時等に未清算金がある場合の処理に充当するほ
か、居室のクリーニング又は原状回復の費用に充当します。ただし、清算費用のない方については全額返
還いたします。

（令和8年6月１日現在）

モデル：夜間看護体制加算、協力医療機関連携加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、サービス提供加算Ⅰ、ベースアップ加算

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）、科学的介護推進体制加算、特定処遇改善加算Ⅰを算定、介護保険1～３割負担の場合


